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第１４章 児童生徒との良好な関係づくり 
 

児児童童生生徒徒ににととっってて、、教教職職員員はは家家族族以以外外でで最最もも身身近近なな大大人人ででああるるここととかからら、、そそのの言言動動にによよっっててはは

児児童童生生徒徒ととのの関関係係性性にに大大ききなな影影響響ががああるるここととをを十十分分にに認認識識ししてておおくくここととがが必必要要でですす。。本本章章でではは、、

児児童童生生徒徒へへのの言言葉葉かかけけのの大大切切ささととととももにに、、誤誤解解をを招招ききかかねねなないい言言動動やや、、体体罰罰等等ののああっっててははななららなな

いい行行為為ににつついいてて改改めめてて確確認認ししてておおききままししょょうう。。  

  

 

１ ことばの大切さ 

◼ 上のグラフは、平成30年度に本市立中学校長会が、中学2年生1,730人を対象に実施した「『う

れしい言葉』、『嫌な言葉』等に関する調査」における「先生に言われてうれしい言葉」と

「先生に言われて嫌な言葉」の調査結果です。平成27年度にも同様の調査を実施し、ほぼ同

等の結果を得たとのことです。  
◼ この結果を見てわかるように、「頑張った・よくやった」、「よくできた・いいね」、「す

ごい・素晴らしい」等の児童生徒を率直にほめる言葉や「ありがとう」のように感謝する言

葉によって、児童生徒の自己有用感が高められていることが推察されます。  
◼ 一方で、「何でこんなこともできないの」、「うるさい、黙れ」等のように児童生徒の言動

を否定する言葉に対しては、児童生徒が嫌悪感を抱くのは当然であり、「ばか・あほ」のよ

うな人格を否定するような言葉は論外と言えます。  
◼ 残念ながら、このアンケートから、こうした不適切な言葉を、教師が児童生徒に向けて発し

ている現実があることを受け止める必要があります。 
◼ また、「頑張れ」といった言葉は双方の結果に表れており、児童生徒のその時の心の状況に

よっては、プラスにもマイナスにも捉えられてしまうことがわかります。 
◼ この調査結果は、どの校種の児童生徒にもあてはまるはずです。児童生徒は教職員の発する

言葉に敏感であり、教職員に認められたい、ほめられたいと感じています。何気ない言葉で

あっても、温かい言葉は児童生徒の学校生活への意欲や教職員への信頼感を深め、冷たい 

言葉は、児童生徒の心を深く傷つけます。 
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◼ SNSの普及によって、児童生徒は短いセンテンスに敏感に反応する傾向があることも踏まえ

て、今一度、教職員が『ことばの大切さ』を認識する必要があります。 

２ 好ましい距離感 

◼ 児童生徒を指導する際の『距離』について考えてみましょう。児童生徒の中には、身体接触

を極端に嫌う特性のある子が存在しており、少し触れられただけでパニックになってしまう

場合もあります。  

◼ 不用意な身体接触は元より、接近しすぎることがハラスメント行為と捉えられることもあり

ます。児童生徒との良好な関係を保つために、児童生徒一人ひとりの特性を理解するととも

に、指導する際の適切な物理的距離を意識して接することが大切です。そうした配慮によっ

て、児童生徒の教師への安心感と信頼感が増し、心理的な距離が近づいていくものと考えま

す。 

◼ 次に示すのは、アメリカの文化人類学者エドワード・Ｔ・ホール氏による人と人との快適な

距離感の解説です。児童生徒と良好な関係を築くためには知っておきたい知識です。 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

パパーーソソナナルルススペペーースス    人人とと人人ととのの快快適適なな距距離離  

密密接接距距離離  

ごく親しい人に 
許される空間 

4455㎝㎝以以内内  

手で相手に触れるくらいの距離。顔がとても近い位置にあ

るので家族など親しい人は許されますが、それ以外の人が

この距離に近づくと不快に感じます。 

個個体体距距離離  

相手の表情が 
読み取れる空間 

4455㎝㎝  

↓↓  

112200㎝㎝ 

両方が手を伸ばせば指先が触れあうことができる距離。友

人など親しい人であれば不快になりません。机越しに話す

くらいの距離で、互いの表情が読み取れます。 

社社会会距距離離  

相手に手は届きづらいが、
容易に会話ができる空間 

112200㎝㎝  

↓↓  

335500㎝㎝ 

知らない人同士が会話をする場合に用いられる距離。声は

届きますが、相手に失礼が無いように、手を伸ばしても相

手に触れることができないので安心できます。 

公公共共距距離離  

複数の相手が 
見渡せる空間 

335500㎝㎝以以上上 

講演会や公式な場で、話す側と聞く側との間に必要とされ

る広さです。自分と相手との関係が個人的な関係ではない

公的な関係である時に用いられます。 
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３ ダメ！ゼッタイ！体罰  

◼ 平成24年に他都市において部活動での体罰が高校生の自死につながる事案が発生し、文部科

学省は改めて、平成25年3月「体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について」

（通知）を発出しています。 

◼ 体罰は、学校教育法において禁止されているだけでなく、体罰を行った教職員は行政上、刑

事上、民事上の個人責任を問われる行為です。また、個人責任にとどまらず、校長や教育委

員会の責任にも言及されるなど、学校教育そのものへの信頼を失墜させることにつながりま

す。 

◼ 何よりも、教員は教育の専門職として、体罰が児童生徒に及ぼす影響を、十分に認識しなけ

ればなりません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（１） 体罰が児童生徒に及ぼす影響 

◼ 体罰は、それを受けた本人だけでなく、見ていた児童生徒にも、学校生活への不安や恐怖、

無力感を抱かせ、正義感、自制心や道徳観、倫理観の伸長を阻害します。 

◼ 具体的には以下のような影響が考えられ、一部の児童生徒のみならず、学級や学校全体に

広がることもあります。 

◼ このようなことにとどまらず、先の他都市の事例のように児童生徒の生命を脅かしかねな

い行為であることを自覚する必要があります。 

体体罰罰がが児児童童生生徒徒にに及及ぼぼすす影影響響のの例例  

×× 学校生活への興味・関心が低下し、授業や活動を拒否する傾向が強まる。 

×× 暴力に追従する傾向が強まり、いじめや暴力を容認する傾向が強まる。 

×× 話し合いで問題解決せず、力の強い者の意思を優先する傾向が強まる。 

×× 教員の言動に過敏に反応し、批判的、反抗的な傾向が強まる。 

×× 器物損壊、児童生徒間または対教師暴力が増加する傾向が強まる。  

 

 

 

 

 

 

 

身体に対する行為 

・身体を手や物で叩く、足で蹴る。 

・頭髪、耳等の身体の一部を掴む。 

・物を身体にぶつける。 

・体を強く押して転倒させる。 等 

●月●日（●） 学習のめあて→ ダメ！ゼッタイ！体罰 

肉体的な苦痛をあたえる行為 

・苦痛に感じる程、同じ姿勢をさせる。 

・食事をさせない。 

・部活動などで過度なﾄﾚｰﾆﾝｸﾞをさせる 

・トイレに行かせない     等 
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（２） 体罰に至らないまでも 

◼ 児童生徒が失敗した際などに、「一方的に大声で叱責する」、「机や椅子等を叩いたり、

蹴ったりする」等の威圧的な行為や、「他の生徒の前で叱責する」等の児童生徒に屈辱感

を与える行為は直接的な体罰とは言えませんが、教育上の「指導」ではあり得ず、一般社

会ではパワー・ハラスメント（以下、パワハラ）として捉えられる行為です。 

◼ また、以下のような行為は学校教育法施行規則に定める退学・停学・訓告以外で懲戒権の

範囲内と判断されると考えられる行為として、当然ながら肉体的な苦痛を伴わないものに

限り、認められると考えられるものの例です。こうしたことは、児童生徒が何らかの失敗

をした際に課すことになりますが、失敗に対しては、教師が寄り添い、温かな言葉かけで

諭し、励まし、児童生徒が自省し「同じ過ちを繰り返さない」という考えに至れるように

することが大切です。 

指指導導のの範範囲囲内内ととししてて認認めめらられれるる例例  

▲▲ 放課後に教室で指導する。 

▲▲ 授業中、教室内に起立させる。 

▲▲ 立ち歩きの多い児童生徒を叱って席につか

せる。 

▲▲ 当番を多く割り当てる。 

▲▲ 学習課題や清掃活動を課する。 

▲▲ 練習に遅刻した生徒を試合に出さずに見学 

させる。             等 

（３） 緊急事態における有形力の行使 

◼ 以下のような場合には教職員が正当な行為として、有形力を行使せざるを得ないことがあ

ります。 

緊緊急急事事態態のの対対処処ととししてて認認めめらられれるる例例  

⚫ 児童が指導に反発して教師の足を蹴ったため、児童の背後から身体を押さえる。  

⚫ 他の生徒を押さえつけて殴っている生徒の両肩をつかんで引き離す。 

⚫ 他の児童をからかっていた児童を指導しようとしたところ、当該児童が教員に暴言を吐き逃げよ

うとしたため、児童が落ち着くまでの間、肩を両手でつかんで制止させる。 

⚫ 部活動の試合中に相手チームの生徒とトラブルになり、殴りかかろうとする生徒を押さえて制止

させる。                              等 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

アアンンガガーーママネネジジメメンントトをを身身ににつつけけよようう  

  

怒りの感情は、芽生えて６秒後から次第に小さくなること

がわかっています。6秒数えることに集中し、怒りを頭から切

り離すと反射的な行動を防ぐことができます。意図的に怒り

の対象から意識をそらし、「大丈夫」など、自分が落ち着く

ような言葉を心の中で呟くのも効果的です。怒りの原因は憶

測や思い込みであることが多いので、事実と憶測を分け、何

が問題なのかを冷静に見極めましょう。 
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（４） 体罰の防止に向けて 

◼ 教職員は、児童生徒一人ひとりの内面に寄り添い、個々の特性の理解に努め、悩みに共感

しながら児童生徒が望ましい行動をとれるように考え、導く役割を担っています。 

◼ これまでの体罰事例では、背景に教職員が児童生徒の置かれた状況や実態を配慮すること

なく、「自身の考えを押し付ける」、「規律等の指導に捉われるがあまり、高圧的な態度

をとる」等の状況がみられ、状況に応じた適切な指導ができないという教職員自身の指導

力の未熟さに起因するものがあります。 

◼ また、教職員が「児童生徒の話に耳を傾ける余裕がない」、「指導上の悩みについて一人

で抱え込む」等の状況もみられることがあり、学校全体の指導体制に課題がある場合もあ

ります。 

◼ 定期的に研修を実施し、教職員の資質や指導力を高めるとともに、指導体制を点検・整備

し、体罰および不適切な行為を生まない学校の風土と体制を確立することが重要です。 

４ スクール セクシャル・ハラスメントの防止 （以下、セクハラ）  

◼ 全国的に教職員による児童生徒へのわいせつ行為が後を絶ちません。刑事事件として報道さ

れているものの他にも、教職員による児童生徒に対するセクハラ行為は潜在化していると言

われています。事件として扱われるわいせつ行為に限らず、そこに至らないセクハラ行為で

あっても、児童生徒の心を傷つける行為であることに変わりはありません。 

（１） セクハラとは 

◼ 「STOP ! ザ・スクール・セクハラ」（神奈川県教育委員会発行）において、学校におけ

るセクハラとは、「学校において教職員が、児童生徒やその関係者を不快にさせる性的な

言動を行うこと」と示されています。 

◼ 「卑猥な冗談」、「密接して話す」、「不必要に身体に触れる」等の行為はセクハラとし

て明らかですが、「男（または女）のくせに…」といった発言もセクハラとして捉えられ

ます。 
◼ また、「児童生徒と１対１で密室に入る」、「個人の機器で児童生徒を撮影する」、「SNS

等で児童生徒と私的な連絡をとる」、「学校外で私的に児童生徒と会う」などの行為は様々

な疑念を招く必要のない行為です。 
 
 
 
 
 
 
 

体体罰罰のの背背景景とと防防止止  

体体罰罰のの起起ききるる背背景景  体体罰罰防防止止のの対対策策  

×× 教職員の指導力の未熟さ    ⚫ 定期的な校内研修 

×× 学校全体の指導体制の課題   ⚫ 指導体制の点検・整備 
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（２２））  セセククハハララのの防防止止にに向向けけてて  

◼ ハラスメントはセクハラに限らず、受け手側がどのように感じるかという点によるもので

す。教師が励ますつもりで肩に手を置いたとしても、児童生徒が「嫌だ」「不快だ」と感

じたことにより、セクハラと捉えられる可能性があります。 

◼ 体罰防止と同様に、定期的に研修を実施し、セクハラに関する認識及び教職員の資質を高

めるとともに、学校内でこうした状況を認知した場合には、速やかに管理職に報告する体

制を構築します。  
  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ススククーールル  セセククシシャャルル・・ハハララススメメンントトのの例例  

セセククハハララととししてて  

捉捉ええらられれるる行行為為  

×× 不必要に児童生徒の身体（髪、肩等）や着衣に接触する 
×× 児童生徒と必要以上に接近する 
×× 児童生徒を凝視する 
×× 卑猥な冗談を言う 
×× 児童生徒の容姿等について話す、聞く 
×× 「男（女）のくせに・・・」といった発言   
×× 不必要に児童生徒の画像や映像を撮影する    等 

疑疑念念をを招招くく  

不不適適切切なな行行為為  

×× 児童生徒と1対1で密室に入る 
×× 学校外で私的に児童生徒と会う、会おうとする 
×× 個人の機器で児童生徒と連絡をとる（電話、SNS） 
×× 個人の機器で児童生徒の画像や動画を撮影する  等 
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参参考考資資料料１１  

 
  

（１） 「キャリア在り方生き方教育」と児童生徒指導 

◼ 文部科学省は「キャリア教育」を『一人一人の社会的・職業的自

立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てることを通して、

キャリア発達を促す教育』と定義し、特定の活動やプログラムを

さすものではなく、また進路指導、職場体験等に特化したもので

もなく、すべての教育活動を通して行われるものとしています。 
◼ 本市では、この「キャリア教育」に、共生・協働の精神を培うという視点と、郷土

を愛し、将来のふるさと川崎の担い手を育成する視点を加え「キャリア在り方生き

方教育」としています。 
◼ 「キャリア在り方生き方教育」とは、『社会の一員としての役割を果たすとともに、

それぞれの個性、持ち味を最大限に発揮しながら、自立して生きていくために必要

な能力や態度を育てる教育であり、子どもたちの社会的自立や共生・協働の精神を

培う視点から、各学校における教育活動を幅広く見直し、これまでの取組を価値づ

け、改革していくための理念』です。児童生徒指導が『一人一人の児童生徒の人格を

尊重し、個性の伸長を図りながら、社会的資質や行動力を高めることを目指して行われ

る教育活動』であることを考えれば、この理念に合致するものです。 

（２） ３つの視点                                        

◼ 小学校から高等学校までの 12 年間（定時制高等学校においては 13 年間）を通し

て、児童生徒の自尊感情、規範意識、人と関わる力等を発達段階に応じて系統的・

計画的に育んでいきます。そのために、「自分をつくる」「みんな一緒に生きている」

「わたしたちのまち川崎」の 3 つの視点を設定しています。「学ぶこと、働くこと、

生きることの尊さを実感し、学ぶ意欲をもった人材」、「共生・協働の精神をもち、

共生社会を実現していく人材」、「心のよりどころとしてのふるさと川崎への愛着を

もち、将来の川崎の担い手となる人材」を育成していきます。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

キャリア在り方生き方教育と児童生徒指導 

自自分分ををつつくくるる  

学ぶことや様々な体験を通

して、自立の主体である自

分自身に対して自信をもち

自己を高めます。 

 

自分が「できること」「意義

を感じること」「可能性」等

について肯定的に理解する

ことにより、学習などの意

欲向上が図られます。 

みみんんなな一一緒緒にに生生ききてていいるる  

互いの人格を尊重し、協力、

協働して社会を積極的に形成

していく力を身につけます。 

 

自分にかかわる様々な人が果

たしている役割や自分の役割

についての意識が高まること

により、他者との相互理解、社

会性等の向上が図られます。 

わわたたししたたちちののままちち川川崎崎  

心のよりどころとしてのふ

るさと川崎への愛着を深め

郷土への誇りをもちます。 

 

ふるさと川崎への興味・関

心や理解が深まること に

より、自分の郷土である川

崎を愛する心が育まれま

す。 
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（３） 「キャリア在り方生き方ノート」と「キャリア・パスポート」                   

 ① キャリア在り方生き方ノートの活用 

◼ 「キャリア在り方生き方ノート」は、キャリア在り方生き方教育で培いたい資質、

能力、態度を具現化し、具体的な内容としたもので、学校の教育活動全体で活用

します。発達段階に応じて継続して活用し、児童生徒が自らのキャリア発達を確

認するとともに、将来に向けた意欲の喚起や持続、生き方を考えることに役立て

るものです。 

② キャリア・パスポートの活用                                    

◼ 「キャリア・パスポート」は、

学校、家庭及び地域における

学習や生活の見通しを立て、 

学んだことを振り返りなが

ら、新たな学習や生活への意

欲につなげたり、将来の生き

方を考えたりする活動を行う

際に、児童生徒が「活動を記

録し蓄積する教材」です。  

年間 5 枚以内で自身の活動の記録を蓄積しながら、小学校から高等学校まで、継

続して使用します。学びを蓄積し、それを社会や将来につなぎ、必要に応じて振

り返ることにより、主体的に学びに向かう力を育て、自己のキャリア形成に生か

すことができるように活用していきます。 
③ 児童生徒理解を深めよう                                    

◼ 「キャリア在り方生き方ノート」の「○年生になって」のページは切り取り「キャリ

ア・パスポート」に保管することが可能となっています。また、「キャリア・パスポ

ート」には、学級担任や保護者等からのコメント欄を設けています。これは、児童生

徒が身近な大人からの温かい励ましの言葉によって自己理解を深めたり、自己有用

感を高めたりすることを期待したものであり、自らの在り方や生き方を自己調整し

ていくための支援となります。 
◼ 「キャリア・パスポート」は、児童生徒にとっては自己理解を深めるためのものであ

り、教師にとっては児童生徒理解を深めるためのものと言えます。 
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本本市市でではは、、児児童童生生徒徒のの社社会会性性やや豊豊かかなな人人間間関関係係をを育育みみ、、いいじじめめ・・不不登登校校未未然然防防止止等等をを図図るるたた

めめ「「かかわわささきき共共生生＊＊共共育育ププロロググララムム」」にに取取りり組組んんででいいまますす。。ここのの取取組組はは、、かかわわささきき教教育育ププラランン

のの一一つつのの施施策策ででああるる「「支支援援教教育育のの推推進進」」にに位位置置付付けけらられれてていいるるももののでであありり、、平平成成２２２２年年度度かからら

全全市市立立学学校校でで（（特特別別支支援援学学校校・・高高等等学学校校はは実実態態にに応応じじてて））実実施施ししてていいまますす。。  

（１） 「かわさき共生＊共育プログラム」とは 

◼ 児童生徒に人間関係づくりのスキルを身につけさせるための「エクササイズ」と、教師が

児童生徒理解を図り日常の指導にいかすための「効果測定」で構成されています。2 つを

意図的・計画的に行うことで、児童生徒理解の深まりと日常的な指導の向上を相互に図り、

子どもたちの社会性の育成や集団の望ましい人間関係づくりを進めていきます。 
◼ 学習指導要領解説（総則編）において「学習や生活の基盤として、教師と児童（生徒）の

信頼関係及び児童（生徒）相互のよりよい人間関係を育てるため、日ごろから学級経営の

充実を図ること」と示されたように、「かわさき共生＊共育プログラム」の実践による学級

集団づくりが、これからの時代に必要な資質・能力の育成のためにも必要となっています。 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（２） 効果測定について                                        

 効果測定とは、川崎市全体の児童生徒をサンプルに標準化した川崎市専用の教育アセスメント

ツールです。設問に対して 4 件法で回答するアンケートを実施し、簡易なアンケート処理をする

ことで、子ども個人の社会性と、個人が所属する集団の人間関係を数値化・視覚化して示すこと

ができます。縦軸は「信頼感」、横軸は「スキル」を示しています。この２つの要素を掛け合わせ、

50 の数値を境に全体を右ページの 4 つの群に分け、傾向を見ることができます。 
 

   

 

かわさき共生＊共育プログラムの有効活用 

かかわわささきき共共生生＊＊共共育育ププロロググララムム  

 
エエククササササイイズズ  

人人間間関関係係づづくくりりのの  

ススキキルルのの指指導導 

効効果果測測定定  
児児童童生生徒徒理理解解のの充充実実とと  

日日常常のの指指導導  
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【【効効果果測測定定アアンンケケーートトのの結結果果をを活活用用ししよようう】】 

 児童生徒への適切な指導や支援のためには、日常的な行

動観察、教育相談、生活アンケート等による実態把握に加

え、効果測定アンケートの結果が有効な資料となります。

効果測定アンケートは、児童生徒一人ひとりと集団の状態

を視覚化した資料の一つです。他の方法で把握した情報と

重ね合わせることで、児童生徒の内面に深く迫ることがで

きます。 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
・ 
  

  

ＡＡ群群：：「「満満足足・・自自己己実実現現群群」」  

人間関係をつくるためのスキルに優れてい

る。学級内でも積極的に自分を出し活躍して

いる子である可能性が高い。と思われる。 

ＣＣ群群：：「「対対人人過過敏敏・・不不安安傾傾向向群群」」  

友達関係や人間関係がうまくい

っていないと感じている子。我慢し

たり悩んだりしていて、自分に自信

を失っている可能性もある。 

教育相談やカウンセリングなど

特別に手立てを講じる必要がある可

能性が大きい。 

 

ＢＢ群群：：「「自自己己中中心心・・トトララブブルル群群」」  

人間関係をつくるためのスキルに課題があ

る。対人関係においてトラブルになることも多

い可能性がある。 

ＤＤ群群：：「「退退行行傾傾向向・・要要支支援援群群」」  

 良好な人間関係をつくることが

課題となっていることが多い。不安

傾向も大きい状態のため、人を非難

したり非難を受けたりして自尊感

情も低下してくる。それが、反発・

投げやりな行動など退行傾向など

の形で現れることもある。手立てを

早急に講じる必要がある。 

 

面面接接法法  

行行動動観観察察  

効効果果測測定定  
相相互互

補補完完  

【【効効果果測測定定結結果果活活用用上上のの留留意意点点】】 
◼ D 群に位置する児童生徒については、必ず具体的な支援を計画・実施します。 

◼ 前回の結果と比較し下図の●●や●のように、マイナス方向に変化している児童生徒には必ず教育相

談等の個別の対応を行います。些細な変化への気づきや児童生徒自身も自覚していない悩みのケア

につながります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

◼ 座標の比較の他に、各質問項目への回答について着目しておくことも大切です。 

前回結果 今回結果 
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（３） エクササイズについて                                    

① どのエクササイズが適しているの？  

  エクササイズは、学級集団づくりの過程で、良好な人間関係の構築を支援するものです。内 
容は「自分づくり」「友達づくり」「仲間づくり」の 3 つの視点で構成しています。児童生徒の 
実態を把握し、段階的にねらいを定めて実施します。学年会議等での協議内容を踏まえ、学級 
集団をよりよくし、学校が育成を目指す資質・能力につなげるためには、どのエクササイズが 
必要なのかを考え、選ぶようにします。 
② さあ！はじめよう  

  エクササイズは、プロジェクト・アドベンチャー、グループワーク・トレーニング、構成的 
グループ・エンカウンター等の学習理論をもとにしており、次のプロセスで、ねらいを達成し

ます。 
説明は、「一文を短く話す」「具体的に話す」「視覚に訴える」「対話調の語り口」などを心がけ、分 
かりやすく伝えることで、誰もが安心して参加できるようにします。 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 日常化・定着化のためのアプローチ                                   

◼ エクササイズを実施した直後は、一般的にスキルと信頼感の数値は上昇するといわれています。

上昇したスキルや信頼感を維持するためには、エクササイズで体験し学んだことを、日常の授

業や生活の場面で繰り返し指導していくことが大切です。 
◼ 学んだことを定着化させ、学校だけでなく、家庭・地域の生活の中で生かしていくことができ

るように日常化を目指しています。効果測定アンケートによる児童生徒の実態把握、エクササ

イズにおける人間関係づくりを教育活動全体の土台として、児童生徒のいじめなどの未然防止

に加え、多様な価値観への理解の深まり、持続可能な社会の創り手となる資質・能力の育成に

繋げます。 
 
 
 
 

■ 導   入 ■ 

相互に認め合う温かい雰囲気づくりと、ねらいやルールをしっかり伝えることが大切です。アイスブレイキング

には、児童生徒の緊張感や警戒心を氷に例えて、それをときほぐすという意味があります。リラックスしたコミ

ュニケーションのとりやすい雰囲気をつくりましょう。 

■ 展展      開開 ■ 

エクササイズの展開において、教師はファシリテーター(促進者)の役割を担います。ねらいを一方的に伝えるの

ではなく、児童生徒が自ら気づくように促すことが大切です。ねらいから外れそうな時には、質問を中心とした

やり取りや説明を通してねらいに戻るようにします。 

■■  わわかかちちああいい  ■■  

エクササイズの終末で必ず行う「わかちあい」では、体験や学んだことをグループや学級で話し合い、自己の言

動と他者との関係性、集団との関わり方などの気づきを共有しましょう。互いの気づきを大切にすることで学

びや体験が強化されます。 
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学学校校生生活活ののルルーールルやや約約束束はは、、児児童童生生徒徒ががよよりり充充実実ししたた学学校校生生活活をを過過ごごすすここととががででききるる

よよううににすするるたためめののももののでであありり、、「「説説明明ででききなないい不不合合理理ななルルーールル」」「「教教育育的的意意義義のの低低いい慣慣習習

的的ななルルーールル」」ををそそののままままににししてておおくくここととはは「「教教師師とと児児童童生生徒徒のの間間にに軋軋轢轢」」をを生生じじたたりり、、

教教師師がが「「指指導導力力のの差差」」とといいっったた誤誤っったた認認識識ををももっったたりりすするる等等がが懸懸念念さされれまますす。。児児童童生生徒徒

やや保保護護者者のの意意見見をを踏踏ままええななががらら定定期期的的にに見見直直ししをを図図りり、、児児童童生生徒徒がが自自ららルルーールルのの大大切切ささ

をを実実感感ででききるる仕仕組組みみををつつくくっってていいくくここととはは大大切切ななここととでですす。。以以下下にに、、学学校校生生活活ののルルーールル

のの見見直直しし方方法法のの例例をを示示ししまますす。。  

 
 

学校生活のルール見直しの取組例 

「「学学校校生生活活見見直直しし会会議議」」（（仮仮称称））のの設設置置  

構成：児童会・生徒会役員等の児童生徒代表及び公募委員、教職員代表、その他    

※教職員の代表は、経験や年齢に偏りのないようにします。 

役割：・職員会議への提案、経過・結果の報告 

・児童生徒に対する「学校生活のルールで見直してほしいもの」の意識調査の実施 

   ・調査集計ののち、見直しを検討するものを協議の上で決定 

   ・見直しを検討するルールについて、各学級⇒各学年⇒児童会・生徒会の代表委員会や

児童・生徒代表委員会等での話し合いの仕方やポイントについての確認 

   ・「見直し結果」を児童生徒（保護者）へ周知 

「「見見直直ししててほほししいいルルーールル」」調調査査のの実実施施  

職職員員会会議議ででのの説説明明  

見見直直しし対対象象ののルルーールルのの検検討討・・決決定定  

学学級級・・学学年年・・代代表表委委員員会会等等ででのの話話しし合合いい  

「「学学校校生生活活見見直直しし会会議議」」ででのの最最終終確確認認とと決決定定  

多様な

意見を集め、収束していく

本取組には校内の児童生徒指導分掌と特別活
動分掌の協力は不可欠です。また、この方法は
一つの例です。 
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チーム学校 関係機関との連携イメージ 

 

 

【【地地域域支支援援課課・・地地域域ササポポーートト係係】】  

【【学学校校・・地地域域連連携携担担当当（（区区・・教教育育担担当当））】】  

地域包括ケアシステムを構築し、地域サ 

ポート係、地区支援係、学校・地域連携 

担当（区・教育担当）等が連携して、支 

援が必要な家庭や子どもへの対応、相談 

を行います。また、各区・教育担当は、 

その他にも教育活動全般に関わる相談、 

助言、指導等を行います。 

＜＜川川崎崎区区＞＞    

地域サポート係  220011--33220066   

川崎区・教育担当 220011--33332255 

＜＜幸幸  区区＞＞    

地域サポート係  555566--66669933 

幸区・教育担当  551111--77220055 

＜＜中中原原区区＞＞  

地域サポート係  774444--33226688 

中原区・教育担当 772222--88009955  

＜＜高高津津区区＞＞  

地域サポート係  886611--33225599 

高津区・教育担当 886611--55662244  

＜＜宮宮前前区区＞＞  

地域サポート係  885566--33330088  

宮前区・教育担当 888888--44003355 

＜＜多多摩摩区区＞＞  

地域サポート係   993355--33110011 

多摩区・教育担当  993355--33779955  

＜＜麻麻生生区区＞＞  

地域サポート係  996655--55116600  

麻生区・教育担当  995511--11440055  

 

区区役役所所    

家家庭庭へへのの支支援援・・教教育育全全般般  

   

 

 
 
 

児童福祉法に基づいた専門機関で、

０歳～18 歳未満の子どもに関する相

談ができます。家庭の事情で養育に

心配がある、虐待が疑われる等の相

談や、自分の子どもをひどく怒って

しまう、叩いてしまう等について保

護者自ら相談することができます。

また、盗み、家出、暴力行為等への対

応についての相談もできます。 
＜＜川川崎崎区区・・幸幸区区・・中中原原区区＞＞  

【ここどどもも家家庭庭セセンンタターー】554422--11223344 

＜＜高高津津区区・・宮宮前前区区＞＞        

【中中部部児児童童相相談談所所】  887777--88111111 

＜＜多多摩摩区区・・麻麻生生区区＞＞        

【北北部部児児童童相相談談所所】  993311--44330000 

 

児児童童相相談談所所  

虐虐待待へへのの対対応応・・養養育育等等のの相相談談  

不登校児童生徒への学習支援 

887777--00555533 

退職教職員や学生等が学校への復帰や

学習の支援等を行います。 

発発達達やや療療育育  

224466--00993399  

発達障害やその疑い

のある方の心身の健

康、家庭生活、社会生

活就労等の相談を受

けます。 

  

子どもの発達に関する相

談を受けます。今後、各

区に１か所設置予定で

す。 

【【南南部部】】221111--33118811  

【【中中央央】】775544--44555599  

【【西西部部】】886655--22990055  

【【北北部部】】998888--33114444  

子どもの障がいの

相談を受けます

教教育育相相談談セセンンタターー  

登校渋り、子育ての悩み等についての電話や来所での相談、家に引きこもりがちの

場合の不登校家庭訪問相談等に対応しています。 

【来来所所相相談談ままたたはは電電話話相相談談】 塚塚越越相相談談室室 554411--33663333  溝溝口口相相談談室室 884444--33770000  

【【中中学学校校ののススククーールルカカウウンンセセララーー配配置置にに関関すするるこことと】】 884444--66770011 

【小小学学校校・・特特別別支支援援学学校校・・高高等等学学校校のの学学校校巡巡回回カカウウンンセセララーー派派遣遣にに関関すするるこことと】 

⇒ 塚越相談室 541-3633（再掲） 

【ゆゆううゆゆうう広広場場にに関関すするるこことと】884444--66770011（（学学校校相相談談用用））552222--33553344（（保保護護者者申申込込用用））  

ゆうゆう広場は学校に行けない小・中学生を対象にした、学校への復帰に向けた少

人数による集団活動の場です 

障がいのある子どもへの指導・支援の在り方に関することや就学や進学に関する

相談をします。【【特特別別支支援援教教育育セセンンタターー】】  884444--33770000  

総総合合教教育育セセンンタターー   

 

 

 

 

教教育育委委員員会会事事務務局局  

学学校校教教育育部部指指導導課課  

【教教育育相相談談室室】220000--33228888  

学校の様々な悩みについて主に 児

童生徒、保護者等からの相談に対応

しています。 

学学校校教教育育部部  区区・・教教育育担担当当  

【【SSSSWW（（ 】】  

いじめ、不登校、暴力行為、児童虐

待等の諸課題の解決に向けて、家

庭・学校等、児童生徒の環境に働き

かけたり、関係機関とつないだりし

て、支援していきます。 

※各区・教育担当が窓口です。連絡

先は下記を参照してください。 

教教育育全全般般・・保保護護者者相相談談  

神神奈奈川川県県警警察察  

犯罪・家出 

犯罪や家出等の相談や届出は各署生

活安全課が窓口です。 

非非行行問問題題・・犯犯罪罪被被害害支支援援  

各各警警察察署署  
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おわりに 
 

 

 令和 4 年 12 月、文部科学省が生徒指導の基本書となる「生徒指導提要」を 12 年ぶりに改訂し

ました。本書についても前回の発行から 18 年が経過しています。この間、児童生徒指導上の課

題は深刻化、多様化しており、いじめ防止対策推進法の制定をはじめ、関連する法整備がなされ

てきました。私たち学校教育に携わる者一人ひとりには、法や制度を理解し、児童生徒指導を進

める上で必要な新しい考え方や方法を習得するとともに、実践していく責務があります。 
 本書は刊行物として学校へ配付を行う他、一人ひとりの教職員にとって身近な研修資料として

活用できるよう SAINS-WEB 及び GIGA 端末にデジタルテキストを配付します。教育委員会が

実施する諸研修においては様々な機会で活用してまいりますが、各学校における校内研修、個々

の教職員の自主研修等におきましても幅広く活用されることを願っています。 
本書のタイトルは「児童生徒指導ハンドブック 2023」としています。今後、児童生徒指導に関

連した最新の情報に基づき、部分改訂が必要な場合には、デジタル版の差し替えで対応していく

予定であり、その都度、情報提供をしてまいります。 
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